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添付法令資料 1： 
 

モロッコにおける鉄道の徴用に関する 1931 年 9 月 2 日付勅令（目次） 
 
 

第 1 条  鉄道会社の義務 
第 2 条  徴用の効果 
第 3 条  財務に関する規定 
 
 
 
 
添付法令資料 2： 
 

韓国畜産系列化事業に関する法律（目次） 
2015 年 2 月 3 日法律第 13144 号により一部改正 同日施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 3 条） 
第 2 章  畜産系列化事業発展基本計画等（第 4 条及び第 5 条） 
第 3 章  契約及び遵守事項（第 6 条ないし第 9 条） 
第 4 章  模範事業者の指定及び支援（第 10 条ないし第 13 条） 
第 5 章  契約飼育農家協議会及び畜産系列化事業協議会（第 14 条及び第 15 条） 
第 6 章  紛争調停及び畜産系列化事業紛争調停委員会（第 16 条ないし第 29 条） 
第 7 章  補則（第 30 条ないし第 34 条） 
第 8 章  罰則（第 35 条及び第 36 条） 
附則 
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添付法令資料 3： 
 

関税率及び関税に関する 2008 年 5 月 20 日付モンゴル国法律（目次） 
2016 年最終改正 

 
 
第 1 章  総則（第 1 条ないし第 3 条） 
第 2 章  関税率の体系、関税決定方式及び関税率会議（第 4 条ないし第 6 条） 
第 3 章  関税価格の通知及び検査（第 7 条及び第 8 条） 
第 4 章  輸入物品の関税価格の確定（第 9 条ないし第 15 条） 
第 5 章  輸出物品の関税価格の確定（第 16 条ないし第 20 条） 
第 6 章  物品の分類（第 21 条ないし第 25 条） 
第 7 章  輸入物品の原産地（第 26 条ないし第 34 条） 
第 8 章  関税その他の税の賦課、徴収及び納付（第 35 条ないし第 46 条） 
第 9 章  その他の規定（第 47 条） 
 
 
添付法令資料 4： 
 

システム上重要な銀行のための行動計画（リカバリープラン）に関する 2017 年 
4 月 4 日付インドネシア共和国金融サービス庁規則 No.14/POJK.03/2017（目次） 

同月 7 日施行 
 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 6 条） 
第 2 章  行動計画（リカバリープラン）のガイドライン（第 7 条ないし第 9 条） 
第 3 章  行動計画（リカバリープラン）の範囲（第 10 条） 
 第 1 節  エグゼクティブ・サマリー（第 11 条） 
 第 2 節  システム上重要な銀行の概要（第 12 条ないし第 17 条） 
 第 3 節  回復オプション（リカバリーオプション）（第 18 条ないし第 27 条） 
 第 4 節  行動計画（リカバリープラン）の表明（第 28 条） 
第 4 章  行動計画（リカバリープラン）の実施、評価及び試験（ストレステスト）

並びに更新（第 29 条ないし第 31 条） 
第 5 章  行動計画（リカバリープラン）の提出（第 32 条ないし第 36 条） 
第 6 章  資本的性質を有する借入れ又は投資に係る商品の義務の履行（第 37 条） 
第 7 章  雑則（第 38 条） 
第 8 章  制裁（第 39 条ないし第 42 条） 
第 9 章  終則（第 43 条） 
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添付法令資料 5： 
 
国際物品売買活動並びに外国との物品の購入、販売、加工及び国境通過の各代理活動

に関する商法の施行細則を定める議定を合一するベトナム商工省の合一文書（目次） 
2017 年 3 月 24 日付第 09/VBHN-BCT 号合一文書 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条及び第 2 条） 
第 2 章  物品の輸出及び輸入（第 3 条ないし第 10 条） 
第 3 章  物品の一時輸入、再輸出、一時輸出、再輸入又はトランジット（第 11 条

ないし第 15 条） 
第 4 章  物品の輸出及び輸入の委託及び受託（第 16 条ないし第 19 条） 
第 5 章  外国との物品の購入及び販売代理人 
 第 1 目  外国商人のための物品の購入及び販売代理人（第 20 条ないし第 23 条） 
 第 2 目  外国における物品の販売代理人としての外国商人の採用（第 24 条ない

し第 27 条） 
第 6 章  渉外的要素を有する物品の加工 
 第 1 目  外国商人のための物品の受領・加工（第 28 条ないし第 36 条） 
 第 2 目  外国における物品の加工の発注（第 37 条及び第 38 条） 
第 7 章  ベトナム領土を通過する物品の国境通過（第 39 条及び第 40 条） 
第 8 章  実施の組織化及び施行条項（第 41 条及び第 42 条） 
 


